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第１章 総則 

 

第１ 趣旨 

この審査基準は、国土交通省「開発許可制度運用指針」及び北九州市の都

市計画の実情に照らし、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３４条

第１４号及び都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第３６条第１

項第３号ホの規定に基づき通常原則として許可して差し支えないものについ

て審査指針を定めることにより、開発許可制度の円滑な運営に資するものと

する。 

 

第２ 定義 

この審査基準において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

１ 線引決定 市街化調整区域に関する都市計画を決定すること又は当該都

市計画を変更してその区域を拡大若しくは縮小することをいう。 

２ 既存集落 建築物の敷地相互間がおおむね５０ｍ以内でおおむね５０戸

以上の建築物（車庫、物置その他の付属建築物及び倉庫、畜舎等の動物保

管用の建築物を除く。）が連たんしている地域をいう。ただし、鉄道、河

川等により物理的、社会的に分断されている場合は、連たんしていないも

のとする。 

３ 保有 土地を所有し、又は借地していることをいう。 

 

第３ 審査基準 

都市計画法第３４条第１４号の規定に該当するものとして取り扱う開発行

為は、第２章第１号から第１４号まで、第１５号第４項及び第１６号から第

２５号までに掲げる取扱いにより開発が認められる開発行為とし、都市計画

法施行令第３６条第１項第３号ホの規定に該当するものとして取り扱う建築

物又は第１種特定工作物は、第２章第１号から第２５号まで（第１５号第４

項を除く。）に掲げる取扱いにより建築又は建設が認められる建築物等とす

る。 
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第４ 幹事会等 

１ 審査基準第１号、第２号及び第６号に基づく承認又は不承認は、北九州市

開発審査会条例（昭和４４年北九州市条例第３９号）第７条の規定に基づく

幹事で構成する会議（以下「幹事会」という。）の承認をもって、北九州市

開発審査会の議を経たものとみなす。ただし、審査基準第６号の事前審査に

係るもの及び審査基準第１号、第２号及び第６号の事案のうち幹事会におい

て事案の内容を考慮して北九州市開発審査会の承認を得るべきと決定した

ものを除く。 

２ 北九州市長が審査基準第１５号（第４項を除く。）若しくは審査基準第１

７号に該当すると認めたもの、又は柄杓田漁港地区内の公有水面埋立地にお

いて「自己用の専用住宅」に該当すると認めたものは、北九州市開発審査会

の議を経たものとして差し支えないものとする。 

３ 第１号の規定に基づき幹事会が承認した事案については、次に開催される

審査会に、第２号の規定に基づき北九州市長が審査会の議を経たものとみな

した事案については、次に開催される幹事会及び審査会に報告しなければな

らない。 

 

第５ 施行期日 

１ この審査基準（第１号から第１６号まで）は、平成１７年９月１日から施

行する。 

２ 審査基準第１３号及び審査基準第１４号の一部改正並びに審査基準第１

６号及び審査基準第１７号は、平成１９年１１月３０日から施行する。  

３ 審査会基準第１号、審査基準第４号、審査基準第６号及び審査基準第１５

号の一部改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

４ 審査基準第１号の一部改正及び審査基準第１７号を一部改正のうえ審査

基準第１８号とし、第１６号の次に１号を加える改正は、平成２５年４月１

日から施行する。 

５ 審査基準第５号の一部改正及び審査基準第１８号を一部改正のうえ審査

基準第１９号とし、第１７号の次に１号を加える改正は、平成２６年４月１

日から施行する。 

６ 審査基準第５号、第１３号、第１４号及び第１５号の一部改正並びに審査

基準第１９号を一部改正のうえ審査基準第２３号とし、第１８号の次に４号

を加える改正は、平成２７年４月１日から施行する。 
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７ 審査基準第５号、第１１号、第１２号、第１３号、第１４号及び第２２号

の一部改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

８ 審査基準第１号、第２号、第３号、第４号、第５号、第６号、第９号、第１

０号、第１１号、第１３号、第１４号、第１５号、第１６号、第１７号、第

１９号、第２０号、第２１号及び第２２号までの一部改正は、平成３０年５

月１日から施行する。 

９ 審査基準第１号及び第１５号の一部改正は、令和３年５月１日から施行す

る。 

１０ 審査基準第１３号の一部改正及び審査基準第２３号を一部改正のうえ

審査基準第２４号とし、第２２号の次に１号を加える改正は、令和６年８月

１日から施行する。 

１１ 審査基準第１３号の一部改正及び審査基準第２４号を一部改正のうえ

審査基準第２５号とし、第２３号の次に１号を加える改正は、令和６年８月

１日から施行する。 

１２ 審査基準第１号、第２号、第３号、第４号、第５号、第６号、第１１号、

第１５号、第１７号までの一部改正は、令和６年８月１日から施行する。 

 

第６ 経過措置 

この審査基準の施行前に市街化調整区域内における開発行為の許可を申請して

いる者に対する許可の基準については、なお従前の例による。 

 


